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中小法人と中小企業者は、法人税法や租税特別措置法などの法律で定義されています。法人税法

に規定される「中小法人」又は租税特別措置法に規定される「中小企業者」とされています。 

今回は前回に続き、租税特別措置法に規定される「中小企業者」について説明します。 

 【中小企業者の判定】 

 

【中小企業者に適用される主たる税制】 

・少額減価償却資産の損金算入の特例（年間 300万円限度） ・中小企業技術基盤強化税制  

・中小企業投資促進税制                 ・中小企業経営強化税制 

・中小企業者等の所得拡大促進税制            ・中小企業事業再編投資損失準備金 
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